
デザイン：専門学校穴吹デザインカレッジ　グラフィックデザイン学科　石井彩葉



◎新規常用雇用者のうち障がい者に該当する者の数×30 万円
◎新規短時間労働者のうち障がい者に該当する者の数×15万円

× 投下固定資産額×助成率

◎新規常用雇用者のうち障がい者に該当する者の数×30 万円
◎新規短時間労働者のうち障がい者に該当する者の数×15万円

◎新規常用雇用者又は新規短時間労働者 （以下 「新規雇用在職者」 という。） の数

◎投下固定資産額 （※注 3） の 10% （GX関連分野製品製造の場合は 15%） 

◎新規常用雇用者数 （10 人まで）× 50 万円
　新規常用雇用者数 （11 人目以降）×30 万円

＜雇用に対する助成 （加算）＞ ※注 4

◎投下固定資産額 （※注 3） の 5%

＜雇用に対する助成 （加算）＞ ※注 4
◎新規常用雇用者のうち障がい者に該当する者の数×30万円
◎新規短時間労働者のうち障がい者に該当する者の数×15万円

◎投下固定資産額 （※注 3） の 25%　
◎事務所賃借料 （年額） の 1/2 （5年間）
◎通信機器賃借料 （年額） の 1/2 （1年間）

◎新規常用雇用者数×50万円 （3年間　2年目以降は純増分のみ）
◎新規短時間労働者数×15万円 （3年間　2年目以降は純増分のみ）
＜雇用に対する助成 （加算）＞ ※注 4
◎新規常用雇用者のうち転入常用雇用者に該当する者の数×50万円
◎新規常用雇用者のうち障がい者に該当する者の数×30万円
◎新規短時間労働者のうち障がい者に該当する者の数×15万円

5年間で2億円 （うち事務所賃借料等は年2千万円）

◎投下固定資産額 （※注 3） の 15%
◎事務所賃借料 （年額） の 1/2 （3 年間）
◎通信回線使用料 （年額） の 1/2 （3 年間）
◎通信機器賃借料 （年額） の 1/2 （1 年間）

◎新規常用雇用者数×30万円 （3年間　2年目以降は純増分のみ）
◎新規短時間労働者数×15万円 （3年間　2年目以降は純増分のみ）

3年間で2億円 （うち事務所賃借料等は年2千万円）

＜雇用に対する助成 （加算）＞ ※注 4



◎新規常用雇用者のうち障がい者に該当する者の数×30 万円
◎新規短時間労働者のうち障がい者に該当する者の数×15万円

× 投下固定資産額×助成率

◎新規常用雇用者のうち障がい者に該当する者の数×30 万円
◎新規短時間労働者のうち障がい者に該当する者の数×15万円

◎新規常用雇用者又は新規短時間労働者 （以下 「新規雇用在職者」 という。） の数

◎投下固定資産額 （※注 3） の 10% （GX関連分野製品製造の場合は 15%） 

◎新規常用雇用者数 （10 人まで）× 50 万円
　新規常用雇用者数 （11 人目以降）×30 万円

＜雇用に対する助成 （加算）＞ ※注 4

◎投下固定資産額 （※注 3） の 5%

＜雇用に対する助成 （加算）＞ ※注 4
◎新規常用雇用者のうち障がい者に該当する者の数×30万円
◎新規短時間労働者のうち障がい者に該当する者の数×15万円

◎投下固定資産額 （※注 3） の 25%　
◎事務所賃借料 （年額） の 1/2 （5年間）
◎通信機器賃借料 （年額） の 1/2 （1年間）

◎新規常用雇用者数×50万円 （3年間　2年目以降は純増分のみ）
◎新規短時間労働者数×15万円 （3年間　2年目以降は純増分のみ）
＜雇用に対する助成 （加算）＞ ※注 4
◎新規常用雇用者のうち転入常用雇用者に該当する者の数×50万円
◎新規常用雇用者のうち障がい者に該当する者の数×30万円
◎新規短時間労働者のうち障がい者に該当する者の数×15万円

5年間で2億円 （うち事務所賃借料等は年2千万円）

◎投下固定資産額 （※注 3） の 15%
◎事務所賃借料 （年額） の 1/2 （3 年間）
◎通信回線使用料 （年額） の 1/2 （3 年間）
◎通信機器賃借料 （年額） の 1/2 （1 年間）

◎新規常用雇用者数×30万円 （3年間　2年目以降は純増分のみ）
◎新規短時間労働者数×15万円 （3年間　2年目以降は純増分のみ）

3年間で2億円 （うち事務所賃借料等は年2千万円）

＜雇用に対する助成 （加算）＞ ※注 4



◎新規常用雇用者のうち障がい者に該当する者の数×30万円
◎新規短時間労働者のうち障がい者に該当する者の数×15万円

◎新規常用雇用者のうち障がい者に該当する者の数×30 万円
◎新規短時間労働者のうち障がい者に該当する者の数×15万円

◎新規常用雇用者のうち障がい者に該当する者の数×30 万円
◎新規短時間労働者のうち障がい者に該当する者の数×15万円

◎投下固定資産額 （※注３） の １０％
◎事務所賃借料 （年額） の 1/2 （５年間）
◎通信回線使用料 （年額） の 1/2 （５年間）
◎通信機器賃借料 （年額） の 1/2 （５年間）
◎電気料金 （年額） の 1/2 （５年間）

◎投下固定資産額 （※注 3） の 10%

◎新規常用雇用者数 （10 人まで）×50 万円
　新規常用雇用者数 （11 人目以降）×30 万円

＜雇用に対する助成（加算）＞ ※注4

◎投下固定資産額 （※注 3） の 15%

◎新規常用雇用者数 （10 人まで）×50 万円
　新規常用雇用者数 （11 人目以降）×30 万円
◎新規短時間労働者数×15 万円

＜雇用に対する助成 （加算）＞ ※注 4

○調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門、商業
事業部門、情報サービス事業部門、サービス事業部門のいずれかに使用する事務所

◎投下固定資産額 （※注 3） の 25%
◎事務所賃借料 （年額） の 1/2 （5 年間）
◎通信機器賃借料 （年額） の 1/2 （1 年間）
◎事務所等改装費 （年額） の 1/2 （1 年間）

◎新規常用雇用者数×50 万円（3年間　2 年目以降は純増分のみ）
◎新規短時間労働者数×15 万円（3年間　2 年目以降は純増分のみ）
＜雇用に対する助成 （加算）＞ ※注 4
◎新規常用雇用者のうち転入常用雇用者に該当する者の数×50万円
◎新規常用雇用者のうち障がい者に該当する者の数×30万円
◎新規短時間労働者のうち障がい者に該当する者の数×15万円

５年間で２億円 （うち事務所等賃借料等は年 2千万円）



◎新規常用雇用者のうち障がい者に該当する者の数×30万円
◎新規短時間労働者のうち障がい者に該当する者の数×15万円

◎新規常用雇用者のうち障がい者に該当する者の数×30 万円
◎新規短時間労働者のうち障がい者に該当する者の数×15万円

◎新規常用雇用者のうち障がい者に該当する者の数×30 万円
◎新規短時間労働者のうち障がい者に該当する者の数×15万円

◎投下固定資産額 （※注３） の １０％
◎事務所賃借料 （年額） の 1/2 （５年間）
◎通信回線使用料 （年額） の 1/2 （５年間）
◎通信機器賃借料 （年額） の 1/2 （５年間）
◎電気料金 （年額） の 1/2 （５年間）

◎投下固定資産額 （※注 3） の 10%

◎新規常用雇用者数 （10 人まで）×50 万円
　新規常用雇用者数 （11 人目以降）×30 万円

＜雇用に対する助成（加算）＞ ※注4

◎投下固定資産額 （※注 3） の 15%

◎新規常用雇用者数 （10 人まで）×50 万円
　新規常用雇用者数 （11 人目以降）×30 万円
◎新規短時間労働者数×15 万円

＜雇用に対する助成 （加算）＞ ※注 4

○調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門、商業
事業部門、情報サービス事業部門、サービス事業部門のいずれかに使用する事務所

◎投下固定資産額 （※注 3） の 25%
◎事務所賃借料 （年額） の 1/2 （5 年間）
◎通信機器賃借料 （年額） の 1/2 （1 年間）
◎事務所等改装費 （年額） の 1/2 （1 年間）

◎新規常用雇用者数×50 万円（3年間　2 年目以降は純増分のみ）
◎新規短時間労働者数×15 万円（3年間　2 年目以降は純増分のみ）
＜雇用に対する助成 （加算）＞ ※注 4
◎新規常用雇用者のうち転入常用雇用者に該当する者の数×50万円
◎新規常用雇用者のうち障がい者に該当する者の数×30万円
◎新規短時間労働者のうち障がい者に該当する者の数×15万円

５年間で２億円 （うち事務所等賃借料等は年 2千万円）



◎新規常用雇用者のうち障がい者に該当する者の数×30 万円
◎新規短時間労働者のうち障がい者に該当する者の数×15万円

◎投下固定資産額 （※注 3） の 3%

◎投下固定資産額 （※注 3） の 5%

＜雇用に対する助成 （加算）＞ ※注 4



◎新規常用雇用者のうち障がい者に該当する者の数×30 万円
◎新規短時間労働者のうち障がい者に該当する者の数×15万円

◎投下固定資産額 （※注 3） の 3%

◎投下固定資産額 （※注 3） の 5%

＜雇用に対する助成 （加算）＞ ※注 4

下記以外は１年以内
・賃貸する目的で設置する情報処理関連施設は３年以内
・情報処理関連施設（コールセンター等。賃貸する目的で設置するものを除く）は業務開
始後３年間についてそれぞれの１年の経過後遅滞なく
・情報処理関連施設（情報処理サービス業等、データセンター。賃貸する目的で設置する
ものを除く）・地方拠点強化施設は業務開始後５年間についてそれぞれの１年の経過後
遅滞なく

障がい者 : 障害者の雇用の促進等に関する法律第 37 条第 2 項に規定する対象障害者に該当する方を、
同法第 43 条第 1 項に規定する法定雇用障害者数を超えて新たに雇用した場合

転入常用雇用者：新規常用雇用者（期間の定めのない労働契約を締結している従業者に限る）で、新
たに瀬戸・高松広域連携中枢都市圏の構成自治体において住民登録をする者がいた
場合

①雇用保険がかけられている
②1 週間の労働時間が３０時間以上（常用雇用者） 又は 1 週間の労働時間が２０時間以上３０時間
　未満（短時間労働者）
③瀬戸・高松広域連携中枢都市圏の構成自治体 （高松市、さぬき市、東かがわ市、土庄町、小豆島町、
   三木町、直島町、綾川町）で住民登録している

※注 3 助成の対象となる固定資産→ 土地・家屋・償却資産（地方税法第 341 条第 2 号から第 4 号まで
　 に規定するもの）



デザイン：専門学校穴吹デザインカレッジ　グラフィックデザイン学科　石井彩葉


